
1

「地球環境と世界市民」国際協会
第６回大会

主催

「地球環境と世界市民」国際協会

後援

日本環境教育学会
 日本環境教育学会関西支部

日時：2003年 12月 20日（土）
場所：甲南大学環境教育野外施設
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＜会場周辺案内図＞

<環境教育野外施設への案内>
○電車：神戸電鉄新開地駅より粟生線・緑ヶ丘駅下車、
　　　　タクシー利用：900円程度（徒歩25分）
○車：第二神明玉津ICより三木方面へ約20分、老ノ口交差点を右折して約10分。
TEL：078-965-0263（施設管理人室）

＜会場案内図Ⅰ＞
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＜会場案内図Ⅱ＞
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プログラム

　10:30 受付

　11:00 ～ 12:00 ワークショップⅠ

              「カナダの伝統的料理実習：ピットクッキング」

　12:00 ～ 13:00 昼食

　13:00 ～ 14:00 役員会・総会

　14:00 ～ 15:00 基調講演　

　　　　　　　　「内発的発展論とカナダの環境教育

　　　　　　　　　　　- ヴィクトリア大学フィールドコースを通じて-」

　　　　　　　　　　谷口文章（「地球環境と世界市民」国際協会 会長）

　15:00 ～ 18:00 ワークショップⅡ

              「収穫祭（餅つき、エコクッキング）」

　18:30 ～ 懇親会

　
  ○参 加 費：一般 500円
  ○懇親会費：一般 500円

　※昼食は近くにレストラン等がございませんので、お弁当をご持参くだ
　　さい。

　※雨天決行
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挨　　拶

第 6回大会開催にあたって

谷口文章
「地球環境と世界市民」国際協会 会長

平成14年12月に環境省中央環境審議会から「環境保全の活性化方策について（中間答
申）」が出され、平成15年7月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に
関する法律」が制定（10月1日施行）されました。これによって、教育、行政、NGO／
NPOｓ、研究機関、企業等のパートナーシップの推進、そしてさらなる環境教育の躍進
のため、理論と実践を相補する基本方針の検討とその成果が期待されます。
国内では、教育基本法が見直しの検討がされ、文部科学省の中教審から「新しい時代に
ふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について（中間報告）」が出されまし
た。これに対する疑問点や問題点を指摘した「教育基本法の見直しに対する要望」が教
育関連学会から提出されました。
また世界に目を向けると、2002年8月26日から9月4日まで開かれた持続可能な開発
に関する世界首脳会議（ヨハネスブルク・サミット）で日本から提案された「持続可能
な開発のための教育の10年」が国連総会で採択され、2005年から世界的なキャンペーン
活動が展開されることになりました。国内でもこの「教育の10年」が内実のある実践に
つながるように各地で動き始めようとしています。
以上のように地球規模で環境教育が取り上げられている状況の中、国内では環境保全の
意欲増進・環境教育の推進法が法制化されました。多くの教育場面で環境教育が実践さ
れている今日こそ、方向づけのないまま表面的な活動に終わってしまわないように、ガ
イドラインを示唆するような「環境倫理学」および「環境教育学」の確立が求められま
す。また、各領域が結びつくことによって、これらの応用領域が相補されていくことが
必要となります。
今回で、本会の第６回大会を迎えることになりました。市民参画型の開催内容をベース
に展開して参りましたが、「生命（いのち）の教育」、「持続可能な未来のための教育」、そ
して環境保全活動と環境教育推進をも視野に入れ、今後ますますの事業展開を予定して
おります。併せて、ますますの活発化を諮るための運営組織の強化も課題として残され
ておりますが、皆様のご支援・ご協力をお願い致します。
今大会では、カナダ・ファーストネーションの人たちの伝統料理をワークショップとし
て行ないます。また、カナダ・ヴィクトリア大学における環境教育の展開を御紹介する
予定でおります。
多数の皆様の参加をお待ちしております。　

（2003年 12月 20日）



6

基調講演

内発的発展論とカナダの環境教育
―ｳﾞｨｸﾄﾘｱ大学　ﾌｨｰﾙﾄ ・゙ｺｰｽを通じて―

甲南大学 文学部 教授
「地球環境と世界市民」国際協会 会長

谷口 文章

【1】 日本型環境教育
（1）フィールドにおける環境学習：学校外教育（野外、青少年活動、ボランティア等）
（2）カリキュラムによる環境教育：学校教育（総合的学習の時間、クロスカリキュラム）
（3）モデル・プログラムによる環境教育と環境学習：
                                   　　 「誰でも、どこでも、いつでも」利用可能

（マニュアル、カリキュラムとの相異）

※「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」
                                  （環境保全、環境教育、講習会）（本誌巻末参照）

【2】 カナダ型環境教育
（1）ファースト・ネーションズ：人種問題、居留地、文化伝承、言語等
（2）フィールドにおける環境教育活動：オルターナティヴ・エコフォレストリー
（3）ヴィクトリア大学環境学部フィールド・コース：
                                      　環境の現状と民族文化調査、自然の原体験

※日本型環境教育にそのまま移植できるかどうか：
                                  　　ex. アイヌ民族、水俣病問題などの反映の仕方

【3】 環境教育における内発的発展論―アジア型環境教育を参考にして―
（1）内発的発展論の定義：資料①参照
（2）タイの開発教育：資料②（「開発」の概念、人間開発、適正技術）
（3）内発的発展論と共生：資料③（仏教等宗教の規範性、共同体、村おこし）
（4）ガンジーの仏教思想と環境教育：資料④（ノンフォーマル教育、教育の目的）

※まとめ：日本・カナダ（欧米）・東南アジア型環境教育の相異を認識した上で、環境教
         育のグローバル・スタンダード化が必要
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ワークショップ

　2003年６月７日（土）、14日（土）の２回にわたり、手植えにより田植えをおこないま
した。冷夏の影響が心配されましたが、無事収穫をむかえることができました。また、10
月11日（土）には小・中・高校生とともに機械を使わず、手で稲を刈りました。そして、
10月25日（土）、26日（日）には小・高校・大学生が伝統的な農具を使い、脱穀をおこ
ないました。
　今回、収穫されたもち米などを使用して餅つきやエコクッキングなどをおこなう収穫
祭を開催いたします。また、カナダの伝統的な調理方法であるピットクッキングも予定
しております。「母なる大地Mother Earth」のふところに穴を少し掘り、底に焼いた石
を置き、その上にハーブにはさんだ穀類（サツマイモ、ジャガイモ、ニンジン、ゴボウ
など）を入れて蒸し焼きにします。もちろん皮などを剥かずに素材の味をそのまま生か
すピットクッキングは究極のエコクッキングです。ピットクッキングで作った料理は、懇
親会で試食いたします。

○ワークショップⅠ「カナダの伝統的料理実習：ピットクッキング」
１．80cm四方の穴を掘る（深さも 80cm）
２．穴の中で火を起こして２時間ほど石（小
さめの石）を焼く
３．野菜の上下にいれるハーブ類を準備する
（草なら何でもいいがよい香りをつけるには
ハーブのほうが良い）
４．熱した石の中央にポールを立て、その周
りにハーブを敷く。この上に野菜（蒸せる野
菜なら何でもよい、ジャガイモ、たまねぎ、
大根、トウモロコシ等。洗うだけで皮はむか
ない）
５．野菜の上にもハーブをのせる。ポールを
抜いてその穴に水を入れる（バケツ１杯程
度）。
６．水を入れたら、布（ドンゴロス、ござで
もよい）で穴を覆い、土で蓋をする。
※４－６の作業は一気にしてしまわないと蒸
気が逃げます。それぞれハーブ、野菜、土と
役割分担などした方がスムーズでしょう。
７．３時間ほどこの状態で蒸します。時間が
来たら土、布、ハーブをよけて完成です。
※何もつけなくてもそのままでおいしくいただけます。

○ワークショップⅡ「収穫祭（餅つき、エコクッキング）」
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資　　　料

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
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環境の保全のための意欲の増進及び
環境教育の推進に関する法律
　　　（平成十五年七月二十五日法律第百三十号）

（目的）

第一条第一条第一条第一条第一条　この法律は、 健全で恵み豊かな環

境を維持しつつ、 環境への負荷の少ない健

全な経済の発展を図りながら持続的に発展す

ることができる社会 （以下 「持続可能な社会」

という。） を構築する上で事業者、 国民及び

これらの者の組織する民間の団体 （以下 「国

民 、民間団体等」という。） が行う環境保全

活動並びにその促進のための環境保全の意

欲の増進及び環境教育が重要であることにか

んがみ、 環境保全活動、環境保全の意欲の

増進及び環境教育について、 基本理念を定

め、並びに国民、民間団体等、国及び地方

公共団体の責務を明らかにするとともに、 基

本方針の策定その他の環境保全の意欲の増

進及び環境教育の推進に必要な事項を定

め、 もって現在及び将来の国民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とす

る。

（定義）

第二条第二条第二条第二条第二条　この法律において 「環境保全活動」

とは、 地球環境保全、公害の防止、 自然環

境の保護及び整備その他の環境の保全 （良

好な環境の創出を含む。 以下単に 「環境の

保全 」という。） を主たる目的として自発的に

行われる活動のうち、 環境の保全上直接の

効果を有するものをいう。

２　この法律において 「環境保全の意欲の増

進 」とは、 環境の保全に関する情報の提供

並びに環境の保全に関する体験の機会の提

供及びその便宜の供与であって、 環境の保

全についての理解を深め、 及び環境保全活

動を行う意欲を増進するために行われるもの

をいう。

３　この法律において 「環境教育」 とは、 環境

の保全についての理解を深めるために行わ

れる環境の保全に関する教育及び学習をい

う。

（基本理念）

第三条第三条第三条第三条第三条　環境保全活動、 環境保全の意欲の

増進及び環境教育は、 地球環境がもたらす

恵みを持続的に享受すること、 豊かな自然を

保全し及び育成してこれと共生する地域社会

を構築すること並びに循環型社会を形成し、

環境への負荷を低減することの重要性を踏ま

え、 国民、民間団体等の自発的意思を尊重

しつつ、 持続可能な社会の構築のために社

会を構成する多様な主体がそれぞれ適切な役

割を果たすこととなるように行われるものとす

る。

２　環境保全活動、環境保全の意欲の増進及

び環境教育は、 森林、田園、公園、河川、

湖沼、海岸、海洋等における自然体験活動

その他の体験活動を通じて環境の保全につ

いての理解と関心を深めることの重要性を踏

まえ、 地域住民その他の社会を構成する多

様な主体の参加と協力を得るよう努めるととも

に、透明性を確保しながら継続的に行われる

ものとする。

３　環境保全活動、環境保全の意欲の増進及

び環境教育は、 森林、田園、公園、河川、

湖沼、海岸、海洋等における自然環境をは

ぐくみ、 これを維持管理することの重要性に

ついて一般の理解が深まるよう、 必要な配慮

をするとともに、 国土の保全その他の公益と

の調整に留意し、 並びに農林水産業その他

の地域における産業との調和、 地域住民の

生活の安定及び福祉の維持向上並びに地域

における環境の保全に関する文化及び歴史

の継承に配慮して行われるものとする。

（国民、 民間団体等の責務）

第四条第四条第四条第四条第四条　国民、 民間団体等は、 前条の基本

理念 （以下単に 「基本理念」 という。） にのっ

とり、環境保全活動及び環境教育を自ら進ん

で行うよう努めるとともに、 環境保全の意欲の

増進その他の環境の保全に関する取組を行う

ことにより、 他の者の行う環境保全活動、 環
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境保全の意欲の増進及び環境教育に協力す

るよう努めるものとする。

（国の責務）

第五条第五条第五条第五条第五条　国は、 経済社会の変化に伴い、 持

続可能な社会の構築に関し国民、 民間団体

等が行う環境保全活動、 環境保全の意欲の

増進及び環境教育の果たすべき役割がより重

要となることにかんがみ、 基本理念にのっと

り、 環境の保全に関する施策の策定及び実

施に当たっては、 環境保全活動、環境保全

の意欲の増進及び環境教育を行う国民、 民

間団体等との適切な連携を図るよう留意するも

のとする。

２　国は、基本理念にのっとり、環境保全の意

欲の増進及び環境教育の推進に関する基本

的かつ総合的な施策を策定し、 及び実施す

るよう努めるものとする。

（地方公共団体の責務）

第六条第六条第六条第六条第六条　地方公共団体は、 基本理念にのっ

とり、 環境保全の意欲の増進及び環境教育

の推進に関し、 国との適切な役割分担を踏

まえて、 その地方公共団体の区域の自然的

社会的条件に応じた施策を策定し、 及び実

施するよう努めるものとする。

（基本方針）

第七条第七条第七条第七条第七条　政府は、 環境保全の意欲の増進及

び環境教育の推進に関する基本的な方針

（以下 「基本方針」 という。） を定めなければ

ならない。

２　基本方針には、 次に掲げる事項につい

て、 環境保全活動、環境保全の意欲の増進

及び環境教育の動向等を勘案して、定めるも

のとする。

　一　環境保全の意欲の増進及び環境教育の

推進に関する基本的な事項

　二　環境保全の意欲の増進及び環境教育の

推進に関し政府が実施すべき施策に関する

基本的な方針

　三　その他環境保全の意欲の増進及び環境

教育の推進に関する重要な事項

３　環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針

の案を作成し、 閣議の決定を求めなければ

ならない。

４　環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針

の案の作成に関する事務のうち、 農林水産

省 、経済産業省又は国土交通省の所掌に係

るものについては、 それぞれ、 農林水産大

臣 、経済産業大臣又は国土交通大臣と共同

して行うものとする。

５　環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針

の案を作成しようとするときは、 広く一般の意

見を聴かなければならない。

６　環境大臣及び文部科学大臣は、第三項の

規定による閣議の決定があったときは、 遅滞

なく、 基本方針を公表しなければならない。

７　第三項から前項までの規定は、 基本方針

の変更について準用する。

（都道府県及び市町村の方針、 計画等）

第八条第八条第八条第八条第八条　都道府県及び市町村は、 基本方針

を勘案して、 その都道府県又は市町村の区

域の自然的社会的条件に応じた環境保全の

意欲の増進及び環境教育の推進に関する方

針 、計画等を作成し、 及び公表するよう努め

るものとする。

（学校教育等における環境教育に係る支援等）

第九条第九条第九条第九条第九条　国、 都道府県及び市町村は、 国民

が、 その発達段階に応じ、 あらゆる機会を通

じて環境の保全についての理解と関心を深め

ることができるよう、 学校教育及び社会教育

における環境教育の推進に必要な施策を講

ずるものとする。

２　国、都道府県及び市町村は、環境の保全

に関する体験学習等の学校教育における環

境教育の充実のための措置、 環境教育に係

る教育職員の資質の向上のための措置その

他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３　国は、 都道府県及び市町村に対し、 第一

項に規定する施策及び前項に規定する措置

に関し必要な助言、 指導その他の措置を講

ずるよう努めるものとする。
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４　国は、前項の措置を講ずるに当たっては、

都道府県及び市町村に対し、 第十七条の規

定による情報の提供 （第十一条第七項に規

定する登録人材認定等事業に関する情報の

提供を含む。） その他の環境教育の推進に

資する情報の提供等により、 学校教育及び

社会教育における環境教育の実施の際に、

環境の保全に関する知識、 経験等を有する

人材が広く活用されることとなるよう、 適切な

配慮をするよう努めるものとする。

５　国、都道府県及び市町村は、環境教育の

内容及び方法についての調査研究を行い、

その結果に応じて、 これらの改善に努めるも

のとする。

（職場における環境保全の意欲の増進及び環

境教育）

第十条第十条第十条第十条第十条　事業者及び国民の組織する民間の

団体 （次項及び第二十三条第一項において

「民間団体」 という。）、 事業者、国並びに地

方公共団体は、 その雇用する者に対し、 環

境の保全に関する知識及び技能を向上させる

ために必要な環境保全の意欲の増進又は環

境教育を行うよう努めるものとする。

２　国、都道府県及び市町村は、民間団体又

は事業者であってその雇用する者に対して環

境保全の意欲の増進又は環境教育を行うもの

に対し、 環境の保全に関する指導を行うこと

ができる人材、 環境保全の意欲の増進又は

環境教育に係る資料等に関する情報の提供

その他の必要な支援を行うよう努めるものとす

る。

（人材認定等事業の登録）

第十一条第十一条第十一条第十一条第十一条　環境の保全に関する知識及び環

境の保全に関する指導を行う能力を有する者

を育成し、又は認定する事業（以下「人材認

定等事業」という。） であって主務省令で定

めるものを行う国民、民間団体等は、当該人

材認定等事業について、 主務大臣の登録を

受けることができる。

２　前項の登録 （以下この条及び第十三条か

ら第十五条までにおいて単に 「登録」 とい

う。） の申請をしようとする者は、 主務省令で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申請書を主務大臣に提出しなければならな

い。

　一　氏名又は名称及び住所並びに法人その

他の団体にあっては代表者の氏名

　二　人材認定等事業の内容

　三　その他主務省令で定める事項

３　次の各号のいずれかに該当する者は、 登

録の申請をすることができない。

　一　第二十六条に規定する罪を犯し、 刑に

処せられ、 その執行を終わり、 又はその執

行を受けることがなくなった日から二年を経

過しない者

　二　第十四条第一項の規定により登録を取り

消され、 その取消しの日から二年を経過し

ない者

　三　法人その他の団体であって、 その役員

（法人でない団体にあっては、 その代表

者 ）のうちに前二号のいずれかに該当する

者があるもの

４　主務大臣は、 登録の申請に係る人材認定

等事業が次の各号のいずれにも適合している

と認めるときは、その登録をしなければならな

い。

　一　基本方針に照らして適切なものであるこ

と。

　二　環境の保全に関する知識及び環境の保

全に関する指導を行う能力を有する者の育

成又は認定を適正かつ確実に行うに足りる

ものとして主務省令で定める基準に適合す

るものであること。

５　主務大臣は、登録をした場合においては、

遅滞なく、 その旨を申請者に通知するととも

に、 その旨を公示しなければならない。

６　主務大臣は、 登録の申請に係る人材認定

等事業が第四項各号に掲げる要件に適合し

ないと認める場合においては、 遅滞なく、 そ

の理由を示して、その旨を申請者に通知しな
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ければならない。

７　登録を受けた人材認定等事業（以下「登録

人材認定等事業」という。） を行う国民、 民

間団体等 （以下 「登録民間団体等」 という。）

は、 第二項各号に掲げる事項を変更したとき

又は登録人材認定等事業を廃止したときは、

主務省令で定めるところにより、遅滞なく、 そ

の旨を主務大臣に届け出なければならない。

８　主務大臣は、 前項の規定による届出が

あったときは、遅滞なく、その旨を公示しなけ

ればならない。

（報告、 助言等）

第十二条第十二条第十二条第十二条第十二条　主務大臣は、 登録民間団体等に

対し、 その実施する登録人材認定等事業に

関し、 登録人材認定等事業の適正な実施を

確保するために必要な限度において報告若し

くは資料の提出を求め、 又はその実施する

登録人材認定等事業の適正な運営を図るた

め必要な助言をすることができる。

（表示の制限）

第十三条第十三条第十三条第十三条第十三条　人材認定等事業を行う者は、 当

該人材認定等事業について、 登録を受けて

いないのに、 登録を受けた人材認定等事業

を行う者であると明らかに誤認されるおそれの

ある表示をしてはならない。

（登録の取消し）

第十四条第十四条第十四条第十四条第十四条　主務大臣は、 次の各号のいずれ

かに該当する場合には、 登録を取り消すこと

ができる。

　一　登録人材認定等事業が、第十一条第四

項各号に掲げる要件に適合しなくなったと

き。

　二　登録民間団体等が、第十一条第三項各

号のいずれかに該当するに至ったとき。

　三　登録民間団体等が、第十二条の規定に

よる報告又は資料の提出を求められて、報

告若しくは資料の提出をせず、 又は虚偽

の報告若しくは資料の提出をしたとき。

　四　登録民間団体等が、 偽りその他不正の

手段により登録を受けたとき。

２　主務大臣は、前項の規定により登録を取り

消したときは、 遅滞なく、 その理由を示して、

その旨を当該登録の取消しを受けた者に通知

するとともに、その旨を公示しなければならな

い。

（主務省令への委任）

第十五条第十五条第十五条第十五条第十五条　第十一条から前条までに定めるも

ののほか、 登録に関し必要な事項は、 主務

省令で定める。

（都道府県又は市町村が行う人材の育成又は

認定のための取組に対する情報提供等）

第十六条第十六条第十六条第十六条第十六条　主務大臣は、 都道府県又は市町

村が環境の保全に関する人材の育成又は認

定のための取組を行う場合において必要があ

ると認めるときは、 情報の提供、 助言、指導

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。

（人材の育成又は認定のための取組に関する

情報の収集、 提供等）

第十七条第十七条第十七条第十七条第十七条　主務大臣は、 国民、民間団体等

の行う環境の保全に関する人材の育成又は

認定のための取組に関する情報の収集、 整

理及び分析並びにその結果の提供を行うもの

とする。

（人材の育成のための手引その他の資料等の

質の向上）

第十八条第十八条第十八条第十八条第十八条　主務大臣は、 環境の保全に関す

る人材の育成のための手引その他の資料等

の作成、 提供等を行う国民、 民間団体等の

求めに応じ、必要な助言を行うよう努めるもの

とする。

２　主務大臣は、 前項の手引その他の資料等

の質の向上を図るため、 これらに関連する情

報の収集、 整理及び分析並びにその結果の

提供を行うものとする。

（環境保全の意欲の増進の拠点としての機能

を担う体制の整備）

第十九条第十九条第十九条第十九条第十九条　国は、 国民、民間団体等並びに

都道府県及び市町村が行う環境保全の意欲

の増進と相まって、 環境保全の意欲の増進
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を効果的に推進するため、次に掲げる拠点と

しての機能を担う体制の整備に努めるものと

する。

　一　国民、 民間団体等が行う環境保全の意

欲の増進の内容に関する情報その他環境

の保全に関する情報及び資料を収集し、

及び提供すること。

　二　環境の保全に関する人材の育成のため

の手引その他の資料等に係る助言を行うこ

とその他環境の保全に関し、 照会及び相

談に応じ、 並びに必要な助言を行うこと。

　三　環境保全の意欲の増進を行う国民、 民

間団体等相互間の情報交換及び交流に関

し、 その機会を提供することその他の便宜

を供与すること。

　四　その他環境保全の意欲の増進を行うこ

と。

２　都道府県及び市町村は、その都道府県又

は市町村の区域の自然的社会的条件に応

じ、 国民、民間団体等及び国が行う環境保

全の意欲の増進と相まって、 環境保全の意

欲の増進を効果的に推進するための拠点とし

ての機能を担う体制の整備 （次項において

「拠点機能整備」 という。） に努めるものとす

る。

３　国は、 都道府県及び市町村が行う拠点機

能整備について、必要な支援に努めるものと

する。

（国民、 民間団体等による土地等の提供に関

する措置）

第二十条第二十条第二十条第二十条第二十条　国は、 土地又は建物の所有者又

は使用及び収益を目的とする権利 （臨時設

備その他一時使用のため設定されたことが明

らかなものを除く。） を有する者 （国民、 民間

団体等に限る。） が当該土地又は建物を自

然体験活動の場として提供することその他の

多数の者を対象とするのにふさわしい環境保

全の意欲の増進に係る体験の機会の場として

自発的に提供することを促進するために必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。

（協働取組の在り方等の周知）

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条　国は、 協働取組 （二以上の国

民 、民間団体等がそれぞれ適切に役割を分

担しつつ対等の立場において相互に協力して

行う環境保全の意欲の増進その他の環境の

保全に関する取組をいう。以下この条におい

て同じ。） について、 その在り方、 その有効

かつ適切な実施の方法及び協働取組相互の

連携の在り方の周知のために必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。

（財政上の措置等）

第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条　国及び地方公共団体は、 環境

保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必

要な財政上又は税制上の措置その他の措置

を講ずるよう努めるものとする。

（情報の積極的公表等）

第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条　国、 地方公共団体、民間団体

及び事業者は、 環境保全の意欲の増進その

他の環境の保全に関する取組への国民、 民

間団体等の参加を促進するため、その行う環

境保全の意欲の増進の内容に関する情報そ

の他の環境の保全に関する情報を積極的に

公表するよう努めるものとする。

２　国は、前項の情報の収集、整理及び分析

並びにその結果の提供を行うよう努めるものと

する。

（配慮等）

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条　国及び地方公共団体は、 この

法律に基づく措置を実施するに当たっては、

環境保全の意欲の増進又は環境教育を行う

国民、民間団体等の自立性を阻害すること

がないよう配慮するとともに、 当該措置の公

正性及び透明性を確保するために必要な措

置を講ずるものとする。

（主務大臣等）

第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条　この法律における主務大臣は、

環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、

経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

２　この法律における主務省令は、環境大臣、

文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大
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臣及び国土交通大臣の発する命令とする。

（罰則）

第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条　次の各号のいずれかに該当す

る者は、 三十万円以下の罰金に処する。

　一　偽りその他不正の手段により第十一条第

一項の登録を受けた者

　二　第十二条の規定による報告若しくは資料

の提出をせず、 又は虚偽の報告若しくは

資料の提出をした者

第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条　法人の代表者又は法人若しくは

人の代理人、 使用人その他の従業者が、 そ

の法人又は人の業務に関し、 前条の違反行

為をしたときは、 行為者を罰するほか、 その

法人又は人に対して同条の刑を科する。

第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条　次の各号のいずれかに該当す

る者は、 十万円以下の過料に処する。

　一　第十一条第七項の規定による届出をせ

ず 、又は虚偽の届出をした者

　二　第十三条の規定に違反した者

　　　附　則

（施行期日）

１　この法律は、 平成十五年十月一日から施

行する。ただし、第十一条から第十六条まで

及び第二十六条から第二十八条までの規定

は、 平成十六年十月一日から施行する。

（検討）

２　政府は、この法律の施行後五年を目途とし

て、この法律の施行の状況について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。
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